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人
情
報
保
護
法
上
の
「
個
人

情
報
」
と
は
、
生
存
す
る
個

融
機
関
が
お
客
様
に
付
し
て

い
る
Ｃ
Ｉ
Ｆ
番
号
や
預
金
口

人
情
報
保
護
法
上
の
個
人
情

報
は
、
あ
く
ま
で
も
「
個

人
に
関
す
る
情
報
で
、
当
該
情
報
に

含
ま
れ
る
氏
名
・
生
年
月
日
そ
の
他

の
記
述
等
に
よ
り
特
定
の
個
人
を
識

別
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
を
い
い

ま
す
（
個
人
情
報
保
護
法
２
条
１

項
）。
他
の
情
報
と
容
易
に
照
合
す

る
こ
と
で
、
特
定
の
個
人
を
識
別
で

き
る
も
の
も
個
人
情
報
に
含
み
ま

す
。
外
国
人
に
関
す
る
情
報
や
、
公

刊
物
等
に
掲
載
さ
れ
た
公
知
の
情
報

も
個
人
情
報
に
含
ま
れ
ま
す
。

い
て
は
、
議
論
が
あ
り
ま
し
た
。
一

般
的
に
は
、
個
人
情
報
保
護
法
２
条

１
項
の
「
そ
の
他
の
記
述
等
」
に
は

電
話
番
号
や
会
員
番
号
、
映
像
、

声
、
指
紋
、
筆
跡
等
も
含
ま
れ
る
と

い
う
解
釈
で
し
た
の
で
、
こ
れ
ら
の

情
報
に
よ
り
個
人
が
識
別
可
能
に
な

る
の
で
あ
れ
ば
、
個
人
情
報
に
該
当

す
る
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
し
ょ

う
。会

員
番
号
等
も
含
ま
れ
る

　

Ｃ
Ｉ
Ｆ
番
号
は
金
融
機
関
の
お
客

様
の
名
寄
せ
に
使
わ
れ
る
も
の
で
、

預
金
口
座
番
号
も
こ
れ
に
よ
っ
て
個

人
を
特
定
す
る
こ
と
が
可
能
な
番
号

で
す
。
し
た
が
っ
て
、
Ｃ
Ｉ
Ｆ
番
号

や
預
金
口
座
番
号
も
個
人
情
報
に
該

当
す
る
と
考
え
る
べ
き
で
す
。

　

な
お
、
改
正
個
人
情
報
保
護
法
で

は
、
現
行
の
個
人
情
報
保
護
法
に
お

い
て
前
述
の
よ
う
な
議
論
が
あ
っ
た

こ
と
を
踏
ま
え
て
、
個
人
情
報
の
定

義
の
中
に
「
個
人
識
別
符
号
が
含
ま

れ
る
も
の
」
を
追
記
す
る
こ
と
で
、

会
員
番
号
等
が
個
人
情
報
に
含
ま
れ

る
こ
と
を
明
確
に
し
て
い
ま
す
。

れ
ま
せ
ん
。

　

た
だ
し
、
法
人
等
に
お
け
る
個
人

情
報
は
非
常
に
多
岐
に
わ
た
り
ま
す

し
、
膨
大
な
量
と
な
る
可
能
性
も
あ

り
ま
す
。

　

ま
ず
、
法
人
の
名
称
と
セ
ッ
ト
で

使
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
代
表
取
締
役

の
氏
名
や
住
所
は
、
登
記
上
に
明
記

さ
れ
て
い
る
公
開
情
報
で
す
が
、
個

人
情
報
に
該
当
し
ま
す
。
同
様
に
登

記
情
報
で
あ
る
そ
の
他
の
取
締
役
や

監
査
役
の
氏
名
も
個
人
情
報
で
す
。

書
類
等
の
取
扱
い
に
は
注
意

　

金
融
機
関
が
法
人
等
と
取
引
す
る

際
に
は
、
決
算
書
等
の
書
類
を
預
か

る
こ
と
も
多
い
と
思
わ
れ
ま
す
が
、

法
人
等
の
売
掛
先
や
買
掛
先
で
あ
る

個
人
顧
客
の
情
報
、
従
業
員
情
報
、

個
人
株
主
の
情
報
、
役
員
の
親
族
に

関
す
る
情
報
等
も
個
人
情
報
に
該
当

し
ま
す
。

　

法
人
等
が
金
融
機
関
に
対
し
て
提

出
す
る
数
々
の
書
類
に
は
、
多
様
な

個
人
情
報
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
可
能

性
が
高
い
の
で
、
そ
の
取
扱
い
に
は

相
当
の
注
意
が
必
要
で
す
。

座
番
号
も
個
人
情
報
に
な
り
ま
す
。

　

個
人
情
報
保
護
法
の
個
人
情
報
に

会
員
番
号
な
ど
が
含
ま
れ
る
か
に
つ

人
」
に
関
す
る
情
報
で
す
の
で
、
法

人
・
そ
の
他
団
体
（
以
下
、「
法
人

等
」）
の
名
称
は
個
人
情
報
に
含
ま

個
金

個

　

具
体
的
に
は
、
氏
名
・
性
別
・
生

年
月
日
、
住
所
・
電
話
番
号
、
年

齢
・
職
業
・
続
柄
等
の
事
実
に
関
す

る
情
報
が
該
当
し
ま
す
。
さ
ら
に
、

身
体
的
特
徴
に
関
す
る
情
報
、
預
貯

金
額
等
の
資
産
情
報
や
借
入
金
等
の

負
債
情
報
、
職
種
や
肩
書
等
の
属
性

情
報
も
個
人
情
報
に
該
当
し
得
ま

す
。本

人
を
識
別
し
得
る
情
報
は 

広
く
個
人
情
報
に
該
当
す
る

　

店
内
の
防
犯
カ
メ
ラ
で
撮
影
さ
れ

た
映
像
情
報
や
電
話
で
の
会
話
を
録

音
し
た
通
話
記
録
等
の
音
声
情
報
も

個
人
情
報
に
該
当
し
得
ま
す
。
個
人

情
報
保
護
法
の
解
釈
論
に
お
い
て
は

様
々
な
議
論
が
あ
り
ま
す
が
、「
金

融
分
野
に
お
け
る
個
人
情
報
保
護
に

関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
な
ど
に
鑑

み
る
と
、
本
人
を
識
別
し
得
る
情
報

で
あ
れ
ば
、
広
く
個
人
情
報
に
該
当

す
る
と
考
え
る
の
が
無
難
で
す
。

　

個
人
情
報
保
護
法
上
の
個
人
情
報

は
生
存
す
る
個
人
情
報
に
限
ら
れ
ま

す
が
、
死
者
の
情
報
で
あ
っ
て
も
そ

の
遺
族
等
の
生
存
す
る
個
人
の
情
報

に
も
該
当
す
る
場
合
に
は
、
や
は
り

個
人
情
報
保
護
法
上
の
個
人
情
報
に

該
当
し
ま
す
。

　

な
お
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
マ
ー
ク
を

取
得
し
て
い
る
金
融
機
関
も
あ
り
ま

す
が
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
マ
ー
ク
上
の

個
人
情
報
で
は
、
死
者
情
報
も
原
則

と
し
て
個
人
情
報
に
該
当
し
ま
す
。

　

改
正
個
人
情
報
保
護
法
に
お
い
て

は
、
現
行
法
の
定
義
に
加
え
て
、
個

人
識
別
符
号
に
よ
り
特
定
の
個
人
を

識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
が
加

わ
り
、「
個
人
識
別
符
号
」
の
内
容

自
体
は
こ
れ
か
ら
制
定
さ
れ
る
政
令

で
決
ま
り
ま
す
。
例
え
ば
、
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
や
運
転
免
許
証
番
号
、
指
紋

認
識
デ
ー
タ
等
が
こ
れ
に
該
当
す
る

と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

●PART1●個人情報と個人番号の違い Q&A

A

A

Aこのような答えとなる！

個人情報って何？
お客様の
どんな情報が
個人情報と
なるの？

金融機関が独自に
付けているCIF番号や
預金口座番号も
お客様の
個人情報になる？

法人の名称等は
個人情報になる？
法人の場合
どんなものが
個人情報となる？

Q&A 個人情報＆個人番号の基本・違いに答える！

個
人
情
報
の
基
本
①

個
人
情
報
の
基
本
②

個
人
情
報
の
基
本
③

Q１Q２

Q３

　CIF 番号や預金口
座番号は、個人を特定
することが可能な番号
なので、個人情報に該
当します。個人識別符
号が含まれる会員番号
等も個人情報とされま
す。

　法人等の名称は個人
情報には含まれません
が、代表者の氏名等は
個人情報になります。
取り受ける書類に記載
される顧客や従業員、
株主等の情報も個人情
報です。

個
人
情
報
っ
て

具
体
的
に

ど
ん
な
も
の
を

指
す
ん
で
す
か
？

個
人
情
報

保
護
法
で

定
め
ら
れ
た

も
の
で

氏
名
・
性
別
・
生
年
月
日

住
所
・
電
話
番
号

年
齢
・
職
業
・
続
柄
等
の

事
実
に
関
す
る
情
報
を
い
う
わ

資
産
・
負
債
の

情
報
な
ど

本
人
を
識
別

し
得
る
情
報
は

個
人
情
報
に

該
当
す
る
と

考
え
ら
れ
る
わ

改
正

個
人
情
報

保
護
法
で
は

マ
イ
ナ
ン
バ
ー

や
運
転
免
許
証

番
号
等
も

特
定
の
個
人
を
識
別

す
る
こ
と
の
で
き
る

情
報
と
し
て
加
わ
る

こ
と
に
な
る
の
よ

分
か
り

ま
し
た
！


